
1　総括

　(1) 人件費の状況(普通会計決算)

　　　　　　Ａ 　　　　　　Ｂ

　(2)職員給与費の状況(普通会計決算)

(参考)一人当たり

1　職員手当には、退職手当を含みません。

2　職員数は、令和2年4月1日現在の人数です。

3　給与費については、任期付短時間勤務職員(再任用職員(短時間勤務))の給与費が含まれており、職員数には当該職員を含みません。

　(3） ラスパイレス指数の状況(一般行政職員　各年4月1日現在)

1

2

　(4)給与改定の状況

①月例給

「民間給与」、「公務員給与」は、人事委員会勧告において公民の4月分の給与額をラスパイレス比較した平均給与月額です。

②特別給(期末・勤勉手当)

月

4.31 4.30

　　　　　千円

月

A

区　　分 民間の
支給割合　A

令和
3年度

月

堺市の給与・定員管理等について

千円

給　 料 職員手当

区　分

月

0.00%

千円

住民基本台帳人口

　　(令和3年1月1日)

人

830,695

60,518,248

月

4.45

(参考)

令和元年度の人件費率

　　　　　　　千円

人件費

(参考)政令指定都市平均

(注)

国　の　年　間

実質収支

区　　分

9,385

給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費

388,416 円

民間給与

人

(参考)

国　の　改　定　率

職員数

千円

5,929

勧　告

令和
2年度

公務員給与

一人当たり給与費給与費 B/A

　（　）書きの数値は、地域手当補正後ラスパイレス指数を指します。地域手当補正後ラスパイレス指数とは、地域手当を加味した地域における国家公務員と地方公務
員の給与水準を比較するため、地域手当の支給率を用いて補正したラスパイレス指数のことです。
（補正前のラスパイレス指数×（１＋当該団体の地域手当支給率）／（１＋国の指定基準に基づく地域手当支給率）により算出。）

区　分

85,338,442

　　　　　千円 　　　　　千円

△ 0.15

勧　告

(改定率)

改定なし

人事委員会の勧告

人事委員会の勧告

年間支給月数

ー

給与改定率

B

月

　ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較するため、国の職員数（構成）を用いて、学歴や経験年数の差による影響を補
正し、国の行政職俸給表（Ⅰ）適用職員の俸給月額を100として計算した指数です。

　　　　　　　　　　　％

19.9

人件費率

Ｂ／Ａ

　　　　　　％

16.8

歳出額　

(注)

令和
3年度

令和
2年度

507,566,565

千円

(注)

1,429,836

4.45

期末・勤勉手当

35,704,508 15,257,503 6,448

(参考)

「民間の支給割合」は民間事業所で支払われた賞与等の特別給の年間支給割合、「公務員の支給月数」は期末手当及び勤勉手当の年間支給月数です。

　　計　　Ｂ

公務員の
支給月数　B

較差

A-B

支　給　月　数A-B

較　差

　　　　　　Ａ

(注)

△ 0.14

千円

9,556,237

388,384 円 32円（0.01％）

(改定月数)

H30.4.1

100.0 

（99.7）

H30.4.1

100.3

H31.4.1

100.3 

（100.0）

H31.4.1

99.9

R2.4.1

100.3 

（100.3）

R2.4.1

99.9

R3.4.1

100.2 

（100.2）

R3.4.1

99.7

90.0

95.0

100.0

105.0

堺市 政令指定都市平均
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　(5)給与制度の総合的見直しの実施状況について

2　職員の平均給与月額、初任給等の状況

　(1) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況(令和3年4月1日現在)

　　　　①一般行政職

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円

歳 円 円 円

　　　　②技能労務職

―

46.6歳

50.3歳

―

―

―

―

※ 端数処理の関係で、総務省が公表する数値と異なる場合があります。

※

※

※

―

うちその他

1.41

年収ベース(試算値)の比較　(千円)

― ―

うち用務員

380,130円

民間
(D)

1.47

うちその他

大阪府

国

―

317,298円

②地域手当の見直し

　国基準10％に対し、本市においても10％を支給。

①給料表の見直し

公　　　　務　　　　員

職員数

平均年齢

平均年齢

383,073円

平均給与月額
(B)

公務員
(Ｃ)

廃棄物処理業従業員

352,077円

―974人 314,854円 394,657円 368,165円

42.1

［実施］
（給料表の改定実施時期）
　平成28年4月1日
（内容）
　一般行政職の給料表については、国の行政職給料表の水準の引下げ方法と同様に引き下げるものの、今回の制度改正に当たっては、国家公務員の給与
水準をめやすとすることとし、国の引下げ率の4分の3程度である平均1.5%引下げ。ただし、1級の全号給及び2級の初号付近を除くこととし、国が重点的に引き
下げた高位の号俸に相当する号給については、1.5％よりも大きく引き下げ、特に6級の高位号給では最大3%程度の引下げ。激変緩和のため、3年間（平成31
年3月31日まで）の経過措置（現給保障）を実施。
　行政職給料表以外の給料表についても、行政職給料表との均衡を基本に、給料表の水準を引下げ。ただし、医療職給料表については、国に準拠し、引下
げを行わない。

407,153

政令市平均 41.8

―

― ―

堺市

うち清掃職員

国

23人

(国比較ベース)

平均給与月額

325,827

50人

362,713円

296,293円

対応する民間の
類似職種

参考

A/B

技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全に一致しているものではありません。

政令市平均

堺市

50.9歳 328,603円 ―

6,838.9

426人

286,947円

304,318円 ―380,210円

参考

―

Ｃ/Ｄ

うち清掃職員 4,236.8

―51.1歳

14人

平均給与月額
(国ベース)

338,383円

360,751円

用務員

42.1

13人

377,061317,695

―

堺市

平均給料月額

56.0歳

民　　　　間

平均年齢

―

うち用務員

428,540円

345,690円

304,600円

235,200円

―

317,435 437,832 376,508

区　　分 平均給与月額平均給料月額

「民間の支給割合」は民間事業所で支払われた賞与等の特別給の年間支給割合、「公務員の支給月数」は期末手当及び勤勉手当の年間支給月数です。

423,398

319,200 435,265

54.9歳

379,190

―

大阪府

43.0

1.61

54.2歳

381,368円55.3歳

―

5,461.0 3,186.1

民間データは、厚生労働省が公表する「賃金構造基本統計調査」(賃金センサス)において公表されている大阪府(大阪府のデータがない区分については全国)のデータ(平
成29年度から平成31年度までの3ヶ年平均)を記載しています。

年収ベースの「公務員(Ｃ)」及び「民間(Ｄ)」のデータは、それぞれ平均給与月額を12倍したものに、公務員においては前年度に支給された期末・勤勉手当、民間において
は前年に支給された年間賞与の額を加えた試算値です。

区分

334,608円

区分

―

③その他の見直し内容

　初任給調整手当、単身赴任手当、退職手当の調整額及び管理職特別勤務手当について、国と同様に見直しを実施。
（平成28年4月1日実施）

―

1.71

6,171.4

2,201人

―

―

―

320,300円54.0歳

平均給与月額
(A)

【概要】国の給与制度の総合的見直しにおいては、俸給表の水準の平均２％の引下げ及び地域手当の支給割合の見直し等

に取り組むとされています。
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　　　③教育職　高等学校

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

　　　④教育職　小・中学校（幼稚園）

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

(注) 1

2

　(2) 職員の初任給の状況(令和3年4月1日現在)

　(3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況(令和3年4月1日現在)

円 円 円

円 円 円

円 円 円

※一般行政職（高校卒）の経験年数10年、技能労務職の経験年数10年、20年、25年及び30年、教育職高等学校の経験年数10年及び20年には、該当職員なし。

大　学　卒

高　校　卒

182,200

「平均給料月額」とは、基本給(給料表における給料月額)の平均月額です(教育職については、教職調整額を含む)。

円

187,300

円

大　学　卒

高　校　卒

大　学　卒

203,600

340,499

区　　　　分

円

257,128

教　育　職

国

154,400

大　学　卒

円

平均給与月額

大阪府 38.8 336,714

経験年数10年

―　　

教　育　職
小中学校

大　阪　府

円

区　　　　　分

228,350

円

183,500

203,600

円

円

堺　　市

円

技能労務職

345,508 427,656大阪府

経験年数20年

412,11140.8

区　　分

443,239

経験年数25年

円

堺市

41.7

　堺市

経験年数30年

円153,500 円 150,600

円 401,540 円 425,837

―

―

円

141,600 円138,400

151,500

中　学　卒

390,803

334,550

高等学校

―

一般行政職

―

422,184

教　育　職

教　育　職
小中学校（幼稚園）

大　学　卒 315,853

―

38.1

平均給料月額 平均給与月額

350,022

平均年齢

区　　分

363,471

41.0

404,288

技能労務職 高　校　卒

334,763

389,945

209,100 円

円

円

― 463,560

348,067

円

円

209,100 ―

高　校　卒

大　学　卒

317,467

153,267

―

円

円

―　　

421,386

高等学校
円

「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当などの諸手当の平均月額を合計したものであり、地方公務員給
与実態調査において明らかにされているものです。
また、「平均給与月額(国　比較ベース)」は、国家公務員の平均給与月額は、比較のため、国家公務員と同じベース(=時間外勤務手当等を除いたもの)で算出していま
す。

政令市平均

円

428,761

平均給料月額

政令市平均 44.2

一般行政職

343,442

平均年齢

409,479
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3　一般行政職の級別職員数等の状況

　(1) 一般行政職の級別職員数及び給料表の状況(令和3年4月1日現在)

1　堺市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数(学校事務職員を除く)です。

　　 2　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。

  

平成25年4月に10級制から9級制に、平成27年4月に9級制から8級制に変更しています（前々給料表10級及び前給料表9級の該当者はなし）。

⇒

⇒ ⇒

⇒ ⇒

⇒

⇒

⇒ ⇒

⇒ ⇒

⇒ ⇒

⇒ ⇒

⇒ ⇒ 現給料表1級

現給料表6級
前々給料表7級

現給料表5級

現給料表4級

現給料表3級

現給料表2級

前々給料表6級

162人

562,200円

5　　級

1号給の給料月額

307,200円

240,600円

232,800円

193,600円

142,900円

前々給料表10級

前々給料表9級

前々給料表8級

職員数

476,500円

現給料表8級

310,600円

294人

構成比

係長・主査

監・局長・区長・理事

76人

3　　級

675人

7　　級

11.7%

現給料表7級

428,700円

330,000円9.5%

4　　級

2.4%

588人副主査

917人

21.7%

課長補佐・主幹

29.5%

⇒

前々給料表1級

最高号給の給料月額

400,100円

456,600円

417,200円

主事

前給料表9級

2　　級

6　　級

標準的な職務内容

部長・副区長・部理事

1　　級

(注)

前々給料表3級

前々給料表2級

8　　級

課長・参事・副理事

前給料表4級

28人

前給料表7級

前給料表5級

前給料表8級

【参考】

前給料表6級

前々給料表5級

前給料表3級

前給料表2級

前々給料表4級

379,800円18.9%

510,600円

区　　分

5.2%

364人

主事

(注)　

250,200円

0.9%

前給料表1級

5.8% 4.3% 5.2%

26.0% 30.1% 29.5%

18.3%
18.6% 18.9%

23.3%
22.6% 21.7%

13.8% 11.9% 11.7%

10.0% 9.3% 9.5%

2.1% 2.4% 2.4%0.8%
0.8% 0.9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

５年前の構成比 １年前の構成比 令和3年の構成比

１０級

９級

８級

７級

６級

５級

４級

３級

２級

１級
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 （2） 国との給料表カーブ比較表（行政職給料表）（令和3年4月1日現在）

　(3) 昇給への人事評価の活用状況(一般行政職)

昇給可能な
区分

○

　活用している昇給区分

令和3年4月2日から令和4年4月1日
までにおける運用

○

イ 　人事評価を実施している

ロ 　人事評価を実施していない

　上位、標準、下位の区分

　上位、標準の区分

　標準、下位の区分

　標準の区分のみ（一律）

○

○

一般職員管理職員

昇給可能な
区分

昇給実績が
ある区分

昇給実績が
ある区分

　活用予定時期

○ ○

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

昇 給

堺市（R3）

国家公務員（R3)

国10級

国９級

国８級

国７級

国６級
国５級

国４級

国３級

国２級

国１級

市１級

市２級

市３級

市４級

市５級

市６級

市７級

市８級
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4  職員の手当の状況

　(1) 期末手当・勤勉手当（令和3年4月1日現在）

1人当たり平均支給額(令和2年度 普通会計決算) 1人当たり平均支給額(令和2年度 普通会計決算)

千円 千円

(平成31年度支給割合) (平成31年度支給割合) (平成31年度支給割合)

期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　 勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　　  勤勉手当

 月分  月分  月分 1.90 月分  月分

( )月分 ( )月分 ( )月分 ( 0.90 月分 )月分

(加算措置の状況) (加算措置の状況) (加算措置の状況)

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

・役職加算　　 5～20％ ・役職加算　　 5～20％ ・役職加算　 　5～20％

・管理職加算　なし ・管理職加算　10～25％ ・管理職加算　10～25％

(  )内は、再任用職員に係る支給割合です。

【参考】勤勉手当への勤務実績の反映状況(一般行政職)

平成25年12月支給分から、全職員について勤務成績の評定を成績率に反映させています。

支給可能な
成績率

○

　(2) 退職手当(令和3年4月1日現在)

(支給率)　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年 (支給率)　　　　　　　　　　　　　　 自己都合 応募認定・定年

勤続20年 月分 月分 勤続20年 月分 月分

勤続25年 月分 月分 勤続25年 月分 月分

勤続35年 月分 月分 勤続35年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 病気特別退職時2％加算 その他の加算措置 定年前早期退職特例措置(2％～45％加算)

1人当たり平均支給額(令和2年度実績)　　　　 1人当たり平均支給額(令和2年度実績)　　　　

千円(自己都合) 千円(自己都合)

千円(勧奨) 千円(応募退職)

千円(定年) 千円(定年)

注 1 本市の退職手当の1人当たり平均支給額は、令和2年度中に退職した全職種に係る職員に支給された事由別の平均額（普通会計　教職員除く）です。

2 国の支給実績は、内閣官房「退職手当の支給状況（令和2年度退職者）」によります。

　(3) 地域手当(普通会計)

(令和3年4月1日現在)

支給実績(令和2年度決算) 千円

支給職員1人当たり平均支給年額(令和2年度決算) ※ 円

％ 人 ％

％ 人 ％

％ 人 ％

※外郭団体等への派遣職員を除く職員の平均支給額です。

28.0395 33.27075

イ 　人事評価を実施している

1,544

管理職員

47.709

一般職員

支給実績が
ある成績率

○

1.90

　標準、下位の成績率

20

47.709

25,519

令和3年度中における運用

国

1.35

1.90

（0.90

堺市 国

(1.45)

―

○

　活用している成績率

)月分0.90

　標準の成績率のみ（一律）

大　　　　　阪　　　　　府

ロ 人事評価を実施していない

本市(医師)

　上位、標準、下位の成績率

16

24.586875

1,705

国の制度(支給率)

○ ○

(注)

10

2,994

23,517

1.45

9,999

支給可能な
成績率

支給実績が
ある成績率

2.40

3,736,462

24.586875

 月分

3,987

16

373,161

6東京都特別区(東京事務所)

本市(医師を除く)

支給対象職員数支給率

44.7795

堺　市

8

21,421

2.55

○

39.7575

19.6695

　上位、標準の成績率

2.55

　活用予定時期

10

支給対象地域

20

47.709

19.6695

28.0395

39.7575

33.27075

47.709

22,244

47.709
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　(4) 特殊勤務手当(一般会計)

(令和3年4月1日現在)

支給実績(令和2年度) 千円

支給職員1人当たり平均支給年額(令和2年度) 円

職員全体に占める手当支給職員の割合(令和2年度) ％

手当の種類(手当数）  種類

エックス線その他の放射線を取り扱う
業務

(1)廃棄物の収集運搬に関する業務

5,510千円

夜間特殊業務手当

888千円

(4)日額　300円

(1)社会福祉法第15条第3項若しくは
第4項に規定する業務に専ら従事す
るもののうち、生活保護法第27条又
は第27条の2に規定する業務

(4)健康部に勤務する職員で右記業務に
従事する職員

日額　250円

ただし、虐待を受けた児童の一
時保護に伴う保護者等との面談
指導業務に従事する者について
は、日額400円

行旅病人の場合　1件　　800円
行旅死亡人の場合　1件　2,000
円

(1)日額　1,000円
　　半日　500円

日額　300円

(1)日額　500円

(2)日額　400円

(1)調査、検査又は徴収　日額
250円
　　差押え又は公売　1件　250円

(2)徴収　日額　250円
    差押え又は公売　1件　250円

(1)動物指導センターに勤務する職員

日額　230円

社会福祉等業務従事手当

行旅死病人取扱業務手当

精神保健福祉等業務従事手当

健康部又は保健センターに勤務する職員

(4)精神障害者の自宅等における相
談指導業務

(2)保険年金課、地域福祉課(収納対策業
務に従事する職員に限る)又は国民健康
保険課に勤務する職員その他市長が認め
る職員

左記職員に対する支給単価

(3)感染症(三類感染症、四類感染症
及び五類感染症を除く)の患者の救
護等の業務

(2)子ども相談所に勤務し、右記業務に従
事するもの

13,037千円

生活福祉部(生活援護管理課に限る)、長
寿社会部、障害福祉部(障害施策推進課
及び障害者支援課に限る)又は保健福祉
総合センター(保健センターを除く)に勤務
する職員

行旅病人又は行旅死亡人の救護及
び収容等の業務

(1)診察の立会い

(2)緊急措置入院のための移送業務

主な支給対象職員

142,973

支給実績
(令和2年度実績)

(1)生活援護第一課、生活援護第二課及
び生活援護課に勤務する右記業務に主
務者としてもっぱら従事する職員

右記業務に従事する職員

236,334

15

410円～1,100円

17

主な支給対象業務

日額　650円(深夜の場合その額
に50/100を加算)

(3)医療保護入院等のための移送業
務

(1)狂犬病の予防等に関する業務のう
ち、保護収容等業務

(2)と畜検査の業務

(3)健康部及び保健センターに勤務する職
員

(3)日額  290円

防疫等作業手当

放射線取扱手当

40,505千円

(2)児童福祉法第11条第1項第2号の
事務業務

(1)税務部に勤務する職員

435千円

市税等事務従事手当

1千円

環境事業業務従事手当

(4)廃棄物の収集、焼却又はし尿、汚
泥の処理等に関する業務

用地交渉等手当

健康部、保健センターに勤務する職員

(3)専ら廃棄物の処理又は資源化処
理業務

156千円

手当の名称

事業に必要な土地の取得等に関し
て、権利者と直接面談により交渉等
を行う業務

(2)食品衛生課に勤務する職員

(4)害虫、ねずみ等に関する苦情相
談、指導啓発若しくは駆除又は浸水
等による消毒に関する業務

市税又は国民健康保険に関する事
務業務

正規の勤務の全部又は一部が深夜
において行われる業務

―

(2)廃棄物の焼却又はし尿、汚泥の処
理等に関する業務

(1)環境事業所に勤務する職員

(2)クリーンセンター管理課、南工場及び東
工場に勤務する職員

(4)クリーンセンター管理課、東工場、南工
場、浄化ステーション又は自治推進課に勤
務する職員並びに市長が認める職員

用地第一課又は用地第二課に勤務する
職員又は任命権者が認めるもの

日額　250円

(3)クリーンセンター管理課に勤務する職員
並びに市長が認める職員 11,655千円

(2)(3)(4)日額　300円

日額　3,000円健康部及び保健センターに勤務する職員
及び消防職員

うち、新型コロナウイルス感染症感染
者又はその疑いがある者の病院や宿
泊施設等への搬送等の業務（単なる
運転業務は除く）
（新型コロナウイルス感染症を指定感
染症として定める等の政令がその効
力を有する間に限る）
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左記職員に対する支給単価

　(5) 時間外勤務手当(普通会計)

支給実績(令和2年度決算)

職員1人当たり平均支給年額(令和2年度決算)

支給実績(令和元年度決算)

職員1人当たり平均支給年額(令和元年度決算)

※ 管理職員及び外郭団体などへの派遣職員を除く職員の平均支給額です。

国際緊急援助手当

国際緊急援助隊として派遣される職員

(3)救急活動

(4)潜水活動

(1)公園事務所に勤務する職員及び教育
委員会が定める職員

国際緊急援助活動

―

1,359,005

(2)修学旅行、林間・臨海学校等にお
いて児童又は生徒を引率して行う指
導業務で、宿泊を伴うもの

(3)対外運動競技等において児童又
は生徒を引率して行う指導業務で、
宿泊を伴うもの

(4)学校の管理下において行われる
部活動又は補習若しくは講習におけ
る児童又は生徒に対する指導の業務
で、全日週休日、休日等又は半日勤
務日に行うもの

千円

千円

夜間教育等勤務手当
(2)夜間中学校に勤務する校長、副校長及
び教頭

(5)入学試験に係る受験生の監督、採
点又は合否判定の業務で、全日週
休日、休日等又は半日勤務日に行う
もの
(1)本務として夜間学級で行う教育又
は養護の業務

(1)日額　1,500円

(2)日額　1,200円

(1))夜間中学校に勤務する主幹教諭、指
導教諭、教諭、養護教諭、助教諭、養護助
教諭及び講師

(2)従事時間が7時間45分以上の
場合　日額　5,100円

(3)従事時間が7時間45分以上の
場合　日額　5,100円

301

（注）　職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（令和2年度決算）」と同じ年度の
４月１日現在の総職員数（管理職員、教育職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員
を除く。）であり、短時間勤務職員を含む。

活動手当

(3)救急救命士　1回　250円
　　上記以外　　1回　150円

(4)1回　1,000円

消防職員のうち右記業務に従事する職員

(2)地域整備事務所又は自転車対策事務
所に勤務する職員

機関手当

(1)日額

(4)日額　1,800円～3,600円

(2)救助活動

ウ．児童又は生徒に対する緊急の補
導の業務

ウ．3,750円～7,500円

主な支給対象業務

(2)交通遮断することなく行う、道路
(一般交通の用に供されている車両
の通行のための道路に限る。)の維持
修繕等の業務

(3)チェーンソー、刈払機その他これ
らに類するものを使用する業務

(1)消防活動

115,383千円

3,705千円

287

主な支給対象職員

幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別
支援学校に勤務する管理職以外の教育
公務員

手当の名称

教員特殊業務手当

支給実績
(令和2年度決算)

(4)シンナーその他の有機溶剤等の
薬剤を使用する業務

危険作業従事手当

千円

(1)地上又は水面上の足場が不安定
であり、かつ、墜落の危険が特に著し
い箇所で行う業務

41,606千円

(1)消防用自動車等の機関員として、
緊急走行の業務
(2)消防艇の船長又は機関長として航
行の業務

日額　100円

大型自動車等及び消防艇
日額240円
上記以外の車両　日額120円

(2)夜間学級に関する校務を本務とす
る者が、夜間学級に係る校務の掌理
又は整理の業務

千円

2,717千円

イ．児童又は生徒の負傷、疾病等に
伴う救急の業務

(3)(4)地域整備事務所、自転車対策事務
所又は公園事務所に勤務する職員及び
教育委員会が定める職員

消防職員で右記業務に従事する職員

736千円

イ．3,750円～7,500円

(5)日額　900円

(1)学校の管理下において行う非常
災害時等の緊急の業務で次に掲げ
るもの

ア．非常災害時における児童(幼児を
含む)若しくは生徒の保護又は緊急
の防災若しくは復旧の業務

(1)1回　400円(2時間を超える場
合にあっては2時間を超える1時
間につき100円を加算)
高所での作業　120円加算
消防艇での活動　240円加算

日額　4,000円
心身に著しい負担の場合
2,000円加算
現地の治安の状況等により心身
に著しい緊張を与える場合
4,000円加算

(2)1回 2時間以下の場合600円
(2時間を超える1時間につき200
円を加算した額)

ア．4,000円～8,000円（被害が
特に甚大な場合8,000円～
16,000円）

1,434,130

※

※
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　(6) その他の手当(令和3年4月1日現在)

行政職給料表7級相当(部長級) 3,500

13,740

336,958

休日勤務手当

円
定時制の課程を置く高等学校教職員に支給
日額　1,500円(校長及び教頭については1,200
円）

円209,854

335,108―

内容及び支給単価

244,635

―

管理職員特別勤務手
当

・局長  111,000円
・理事(局長級)   100,000円
・部長  91,000円
・理事  83,000円
・課長  70,000円
・参事  64,000円

70,387

円

円

千円

同じ

勤務1時間当たりの支給額×135/100

支給職員1人当たり
平均支給年額

(令和2年度)

6,500

円

8,604

宿日直手当

産業教育手当

同じ

783,869

異なる

千円

千円

千円

官署を異にする異動又は在勤する官署の移転
に伴い、転居し、やむを得ない事情により同居
していた配偶者と別居し、単身で生活すること
を常況とし、距離制限(60km)を満たす職員

支給実績
(令和2年度)

8,087異なる

工業に関する課程を置く高等学校教育職員に
支給
月額　21,000円(定時制通信制教育手当を受け
るものについては13,000円)

千円

円

円異なる

・危機管理に伴う宿日直　6,700円
・上記以外の宿日直　　　2,200円
・勤務時間が5時間未満の場合　上記金額の50
／100

89,123

国は、管理又は監督の地位
にある者に対して組織・官
職に応じて139,300～
46,300円を支給

課長相当職以上が、臨時又は緊急の必要その
他の公務の運営の必要により、週休日・休日又
は平日深夜に規則で定める業務に従事した場
合

週休日・休日　10,000円
　(6時間を超える場合　15,000円)
平日深夜　　　　5,000円

異なる

住居手当

円

円

470,702

802,169

千円

千円

夜間勤務手当

単身赴任手当

月額12,000円を超える家賃を払っている者　月
額100円～27,000円
（堺市内の賃貸住宅に居住する場合について
は、月額3,000円を加算。）

国は、市内居住の場合の加
算なし

千円

配偶者

そ
の
他
の

扶
養
親
族

国は、(2)について2,000～
31,600円を支給

601,333

6,500

305,015

5,000

0

同じ

875,304

管理職手当

10,000

扶養手当

国の制度
との異同

1,053,939

子1人につき

円

円

円

徒歩通勤した場合の距離が片道2km以上であ
るとき
(1)交通機関等の利用者　6ヶ月定期券価額を
6ヶ月毎に支給(月額55,000円限度)
(2)自動車等の使用者　距離に応じて支給
(2,000円～31,600円)
※自転車通勤者（市外居住）については1,000
円を加算、自転車通勤者（市内居住）　につい
ては2,000円を加算（使用距離が2km～15kmの
場合）
(3)徒歩通勤者　支給しない

異なる

126,767

3,500
孫・父母1人につき
(行政職給料表7級相当(部長
級))

勤務1時間当たりの支給額×25/100

681,844

353,413

手　当　名

子が満16歳から22歳の場合の
加算

孫・父母1人につき
(行政職給料表8級相当(局長
級))

行政職給料表6級相当(課長級)
以下

行政職給料表8級相当(局長級) 0

孫・父母1人につき
（行政職給料表6級相当(課長
級)以下）

国の制度と
異なる内容

千円

千円

54,057

同じ

国は、勤務1回につき
18,000～6,000円を支給

6,506

国は、日直勤務又は宿直
勤務を命ぜられた職員に対
して勤務1回につき30,000
～4,200円を支給

3,608

通勤手当

定時制通信教育手当

千円

―

―
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5　特別職の報酬等の状況(令和3年4月1日現在)

(参考)政令市における最高／最低額

円 円 ／ 円

円 円 ／ 円

円 円 ／ 円

円 円 ／ 円

円 円 ／ 円

　　(令和2年度支給割合)

月分

　　(令和2年度支給割合)

月分

　　 (算定方式) (1期の手当額) (支給時期)

給料月額×在職月数×50/100 円 任期毎

給料月額×在職月数×36/100 円 任期毎

(注)  1 (　)内は、減額措置適用前の額。

市長・副市長：平成29年12月1日から令和5年6月8日まで減額措置を実施しています。

議長・副議長・議員：令和3年4月1日から令和5年3月31日まで減額措置を実施しています。

2 退職手当の「1期の手当額」は、4月1日現在の給料月額及び支給率に基づき、1期(4年＝48月) 勤めた場合における退職手当の見込額です。

6　職員数の状況

　(1)部門別職員数の状況と主な増減理由

(各年4月1日現在)

人口1万当たり職員数　　　　　　　　　　 人

人）

人口1万当たり職員数　　　　　　　　　　 人

人）

人口1万当たり職員数　　　　　　　　　　 人

1　職員数は一般職（常勤の教育長を含む。）に属する職員数で、国が実施する地方公共団体定員管理調査の数値です。

2　[     ]内は、条例定数の合計です。

組織体制の強化による増員

―

市 長

議 員

令和3年

期
末
手
当

議 員

市 長

議 長

1,285,000

商工 72

主な増減理由

8

4.40

779,000

備　　　　考

給

料

703,000

議 長

副 議 長

833,000(1,190,000)

　　　　　　　　区　　分

　部　　門

職員数 対前年
増減数

退
職
手
当

市 長 28,560,000

17,107,200

令和2年

―

71 △ 1

土木 605 616 11

4.40

組織体制の強化による増員

組織体制の見直しによる減少

副 市 長

義務教育諸学校の教職員に支給(幼稚園・高
等学校教職員は権衡職員として支給)
職務の級及び号給に応じて定める額

＜参考＞

副 市 長

648,000

88,101 円400,596
義務教育等教員特別
手当

1,179,000

副 議 長

給　　　　　　　料　　　　　　　月　　　　　　　額　　　　　　　等

500,000

841,500

902,500(950,000)
報

酬

副 市 長

741,000(780,000)

807,500(850,000)

千円

区　　　分

953,000

1,599,000

1,061,000

841,500(990,000)

普
通
会
計
部
門

一
般
行
政
部
門

議会 29 29 0

総務 780 779 △ 1 組織体制の見直しによる減少

税務 236 237 1

労働 8 0

農林水産 40 41 1 組織体制の強化による増員

民生 1,087 1,120

9,385 9,528 143

＜参考＞

114.59

（類似団体の人口１万当りの職員数 112.80

水道 組織体制の強化による増員228 232 4

下水道 230 235 5 組織体制の強化による増員

小　計

33 組織体制の強化による増員

衛生 614 625 11 組織体制の強化による増員

計 3,471 3,526 55

＜参考＞

42.41

（類似団体の人口１万当りの職員数 45.90

教育部門

消防部門 910 1,000 90
大阪狭山市の消防事務の委託を受けたことによる管轄地域の拡大
及び消防署数の増加に伴う必要人員の採用

5,004 5,002 △ 2 組織体制の見直しによる減少

小　計 617 626 9

　公
　営会
　企計
　業部
　等門

[10,337］ [10,337］ 123.27

159 0

152

その他 159

(注)  

合　　計
10,002 10,154
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　(2)年齢別職員構成の状況(令和3年4月1日現在)

　(3)職員数の推移

(単位：人・%)

人( )

人( )

人( )

人( )

人( )

人( )

 職員数は一般職（常勤の教育長を含む。）に属する職員数で、国が実施する地方公共団体定員管理調査の数値です。

9,323 9,321総合計 5,495

110.0%

4,659

4,441

9,385 9,528 4,651 195.4%

公営企業等会計計 618 625 607 608 617 626

3,471 3,526

8,698 8,714 8,757

教　育 5,002 4,375

185

10,154

(注)

消　防 909 895 910 915 910 1,000 91

5,004

一般行政 3,341 3,386 3,390 3,401

普通会計計

9,365 10,002

8

4,877

　　　　　　　　　　　年　　度

部　　門
28年 29年 30年 31年 R2年 R3年

4,414 797.8%

105.5%

184.8%

過去5年間
の増減数(率)

101.3%

627 4,417

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

構成比

５年前の構成比

%%

区　分

20歳 20歳 24歳 28歳 56歳 60歳

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

32歳 36歳 40歳 44歳 48歳 52歳

～ ～ ～

計

未満 23歳 27歳 31歳 35歳

職員数
人 人 人 人 人 人 人

39歳 43歳

1,156

人 人 人 人 人 人

以上47歳 51歳 55歳 59歳

10,154946 824 875 713 828 54128 349 1,121 1,377 1,396
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7　公営企業職員の状況

　(1) 水道事業

  　 ① 職員給与費の状況(決算)

　(参考)

資本勘定支弁職員分の職員給与費484,093千円については、上記Ｂ欄に含まない。

　　　　　　　

1　職員手当には退職手当を含みません。

2　職員数は令和3年3月31日現在の人数です。

② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況(令和3年4月1日現在)

歳 円 円

政令指定都市平均(水道事業) 歳 円 円

平均月収額には、期末・勤勉手当等を含みます。  

③ 職員の手当の状況

ア　期末手当・勤勉手当

千円　 千円　

(令和2年度支給割合) (令和2年度支給割合)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末手当　 勤勉手当 　　期末手当　 勤勉手当

 月分  月分

( )月分 ( )月分

(加算措置の状況) (加算措置の状況)

職制上の段階、職務の級等による加算措置 堺市(水道事業)に同じ

・役職加算　　5～20％

(　  )内は、再任用職員に係る支給割合です。

イ　退職手当(令和3年4月1日現在)

(支給率)　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年 (支給率)　　　　　　　　　　　　　　 自己都合 勧奨・定年

勤続20年 月分 月分 勤続20年

勤続25年 月分 月分 勤続25年

勤続35年 月分 月分 勤続35年

最高限度額 月分 月分 最高限度額

その他の加算措置 その他の加算措置

1人当たり平均支給額　　　　 1人当たり平均支給額　　　　 千円(自己都合)

退職手当の1人当たり平均支給額は、令和2年度に退職した職員に支給された平均額です。

ウ　地域手当

(令和3年4月1日現在)

支給実績(令和2年度決算) 千円

支給職員1人当たり平均支給年額(令和2年度決算)

支給対象職員数 一般行政職の制度(支給率)

％ 人 ％

千円　

堺市(普通会計)

％

堺市(水道事業)に同じ
1.45 0.90

(注)

404,031 1,595,892 6,650

380,353

1人当たり平均支給額(令和2年度) 1人当たり平均支給額(令和2年度)

1,659 1,544

％

区　　分

14,660,282 1,484,168 1,481,259 10.1 10.9

職員数

(注)

区　分

基本給 平均月収額

堺市(水道事業)

46.2 361,241 548,236

(注)

堺市(普通会計)

2.55 1.90

区　分 総費用
総費用に占める

職員給与費比率

平　均　年　齢

(参考)政令指定都市平均

職員手当

　　　　　千円 千円

める職員給与費比率

純損益又は実質収支
職員給与費

令和元年度の総費用に占

令和
2年度 240 930,943 260,918

千円

令和
2年度

　　　　千円 千円　

千円

給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費

Ａ 給　 料

支給対象地域

409,928 円

39.7575

18,940

98,383

支給率

堺　　　市 10 240 10

堺市(水道事業)に同じ
33.27075

47.709

44.7795 47.709

病気特別退職時2％加算 病気特別退職時2％加算

3,987

22,244 千円(定年)

19.6695

28.0395

千円(定年等)

(注)

24.586875

5,929

43.9

堺市（水道事業）

一人当たり給与費

(注)

580,709

堺市（水道事業）

千円

Ａ  Ｂ　 　　　　　　Ｂ／Ａ

一人当たり

期末・勤勉手当 　　計　　Ｂ 給与費 B/A

人 千円
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エ　特殊勤務手当(令和3年4月1日現在)

千
円

オ　時間外勤務手当

支給実績(令和2年度決算) 千円

職員1人当たり平均支給年額(令和2年度決算) 千円

支給実績(令和元年度決算) 千円

職員1人当たり平均支給年額(令和元年度決算) 千円

時間外勤務手当には、休日勤務手当を含みます。

カ　その他の手当(令和3年4月1日現在)  

扶養手当 同じ

306

62,524

種類

支給実績

円

千円

支給職員1人当たり平均支給年額(令和2年度決算)

％

0

支給実績(令和2年度決算)

266

(注)

（注）　職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（令和2年度決算）」と同じ年度の
４月１日現在の総職員数（管理職員、教育職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員
を除く。）であり、短時間勤務職員を含む。

主な支給対象職員

0

職員全体に占める手当支給職員の割合(令和2年度) 0.0

一般行政職
の制度との
異同

一般行政職の制度と異な
る内容

(令和2年度決算)

主な支給対象業務 左記職員に対する支給単価手当の名称

支給職員1人当たり

手　当　名 内容及び支給単価 (令和2年度決算) 平均支給年額

支給実績

67,938

料金等事務従事手当 事業サービス課職員
水道料金、下水道料金等の滞納金の徴収に関
する業務に従事する職員

0
業務に従事した日1日につき
250円

手当の種類(手当数) 1

33,989 千円 255,560 円

住居手当

月額12,000円を超える家賃を払っている者
月額100円～27,000円
（堺市内の賃貸住宅に居住する場合につ
いては、月額3,000円を加算。）

同じ 15,202 千円 304,040 円

行政職給料表6級相当(課
長級)以下

6,500

3,500

10,000

行政職給料表7級相当(部
長級)

0

子1人につき

子が満16歳から22歳の場
合の加算

孫・父母1人につき
（行政職給料表6級相当
(課長級)以下）

孫・父母1人につき
(行政職給料表8級相当
(局長級))

6,500

円

5,000

配偶者

行政職給料表8級相当(局
長級)

孫・父母1人につき
(行政職給料表7級相当
(部長級))

0

3,500

そ
の
他
の

扶
養
親
族

26,830 千円 122,512 円通勤手当

徒歩通勤した場合の距離が片道2km以上
であるとき
(1)交通機関等の利用者　6ヶ月定期券価
額を6ヶ月毎に支給(月額55,000円限度)
(2)自動車等の使用者　距離に応じて支給
(2,000円～31,600円)
※自転車通勤者（市外居住）については
1,000円を加算、自転車通勤者（市内居
住）　については2,000円を加算（使用距離
が2km～15kmの場合）
(3)徒歩通勤者　支給しない

　　　同じ
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　(2) 下水道事業

  　 ① 職員給与費の状況(決算)

　(参考)

資本勘定支弁職員分の職員給与費364,201千円については、上記Ｂ欄に含まない。

　　　　　　　

1　職員手当には退職手当を含みません。

2　職員数は令和3年3月31日現在の人数です。

② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況(令和3年4月1日現在)

歳 円 円

歳 円 円

平均月収額には、期末・勤勉手当等を含みます。  

③ 職員の手当の状況

ア　期末手当・勤勉手当

千円　 千円　

(令和2年度支給割合) (令和2年度支給割合)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末手当　 勤勉手当 　　期末手当　 勤勉手当

 月分  月分

( )月分 ( )月分

(加算措置の状況) (加算措置の状況)

職制上の段階、職務の級等による加算措置 堺市(下水道事業)に同じ

・役職加算　　5～20％

(　  )内は、再任用職員に係る支給割合です。

課長相当職以上が、臨時又は緊急の必要
その他の公務の運営の必要により、週休
日・休日又は平日深夜に規則で定める業
務に従事した場合

10,000円(6時間を超える場合　15,000円)

基本給 平均月収額

千円

令和
2年度

　　　　千円

1,418 1,544

堺市(下水道事業) 40.3

管理職手当

・局長  111,000円
・理事  100,000円
・部長  91,000円
・部理事  83,000円
・課長  70,000円
・参事  64,000円

同じ 18,900 千円 900,000 円

単身赴任手当

官署を異にする異動又は在勤する官署の
移転に伴い、転居し、やむを得ない事情に
より同居していた配偶者と別居し、単身で
生活することを常況とし、距離制限(60km)
を満たす職員

同じ 0 千円 0 円

(参考)政令指定都市平均

Ａ 　　　　給与費 　　B/A 一人当たり給与費　　計　　Ｂ

同じ 0 千円 0 円

夜間勤務手当
　勤務1時間当たり
　の支給額×25/100

同じ 0 千円 0 円

区　分 総費用
純損益又は実質収支

職員給与費
総費用に占める

職員給与費比率 令和元年度の総費用に占

Ａ  Ｂ　 　　　　　　Ｂ／Ａ める職員給与費比率

管理職員特別勤務手
当

千円　 千円　 ％ ％

26,181,443 1,717,997 1,550,812 5.9 4.9

(注)

区　分
職員数 給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費 一人当たり

給　 料 職員手当 期末・勤勉手当

2.55 1.90
堺市(下水道事業)に同じ

1.45 0.90

令和
2年度

人 千円 千円 　　　　　千円 千円 千円

262 905,254 235,228 373,162 1,513,644 5,777 5,929

(注)

区　　分 平　均　年　齢

338,094 503,479

政令指定都市平均(下水道事業) 45.5 358,166 548,876

(注)

堺市（下水道事業） 堺市(普通会計)

1人当たり平均支給額(令和2年度) 1人当たり平均支給額(令和2年度)

(注)
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イ　退職手当(令和3年4月1日現在)

(支給率)　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年 (支給率)　　　　　　　　　　　　　　 自己都合 勧奨・定年

勤続20年 月分 月分 勤続20年

勤続25年 月分 月分 勤続25年

勤続35年 月分 月分 勤続35年

最高限度額 月分 月分 最高限度額

その他の加算措置 その他の加算措置

1人当たり平均支給額　　　　 千円 1人当たり平均支給額　　　　 千円(自己都合)

退職手当の1人当たり平均支給額は、令和2年度に退職した職員に支給された平均額です。

ウ　地域手当

(令和3年4月1日現在)

支給実績(令和2年度決算) 千円

支給職員1人当たり平均支給年額(令和2年度決算)

支給対象職員数 一般行政職の制度(支給率)

％ 人 ％

エ　特殊勤務手当(令和3年4月1日現在)

千円

左記職員に対する支給単価

千円

オ　時間外勤務手当

支給実績(令和2年度決算) 千円

職員1人当たり平均支給年額(令和2年度決算) 千円

支給実績(令和元年度決算) 千円

職員1人当たり平均支給年額(令和元年度決算) 千円

時間外勤務手当には、休日勤務手当を含みます。

22,244

47.709

47.709

44.7795

28.0395 33.27075

39.7575

病気特別退職時2％加算

支給実績(令和2年度決算)

45,123

185

49,066

193

(注)

（注）　職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（令和2年度決算）」と同じ年度の
４月１日現在の総職員数（管理職員、教育職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員
を除く。）であり、短時間勤務職員を含む。

(定年等)

職員全体に占める手当支給職員の割合(令和2年度) 40.9

手当の種類(手当数) 1

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 支給実績

環境事業業務従事手当
西部下水道サービスセンター、三宝水再
生センター職員

次に掲げる作業に従事する職員
ア　下水処理施設又は下水ポンプ施

設での下水の処理作業
イ　下水道の修繕又は清掃

ウ　下水管きょ等からの採水業務

3,622
作業に従事した日
1日につき300円

病気特別退職時2％加算

19,920 3,987

千円(定年)

(注)

92,395

362,332 円

支給対象地域 支給率

堺　　　市 10 255

円

％

種類

3,622

支給職員1人当たり平均支給年額(令和2年度決算) 34,166

10

堺市（下水道事業） 堺市(普通会計)

19.6695 24.586875

堺市(下水道事業)に同じ
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カ　その他の手当(令和3年4月1日現在)  

手　当　名

扶養手当

円

同じ 円

6,500

孫・父母1人につき
(行政職給料表8級相当
(局長級))

0

29,564 千円

行政職給料表6級相当(課
長級)以下

6,500

246,367

円

一般行政職
の制度との
異同

一般行政職の制度と異な
る内容

支給実績 支給職員1人当たり

内容及び支給単価 (令和2年度決算) 平均支給年額

(令和2年度決算)

月額12,000円を超える家賃を払っている者
月額100円～27,000円
（堺市内の賃貸住宅に居住する場合につ
いては、月額3,000円を加算。）

同じ 18,480 千円 293,334 円

配偶者

行政職給料表8級相当(局
長級)

孫・父母1人につき
(行政職給料表7級相当
(部長級))

3,500

0

行政職給料表7級相当(部
長級)

3,500

そ
の
他
の

扶
養
親
族

子1人につき 10,000

子が満16歳から22歳の場
合の加算

5,000

孫・父母1人につき
（行政職給料表6級相当
(課長級)以下）

管理職員特別勤務手
当

課長相当職以上が、臨時又は緊急の必要
その他の公務の運営の必要により、週休
日・休日又は平日深夜に規則で定める業
務に従事した場合

10,000円(6時間を超える場合　15,000円)

同じ 0 千円 0 円

夜間勤務手当
勤務1時間当たり
の支給額×25/100

同じ 0 千円 0 円

円

管理職手当

・局長  111,000円
・理事  100,000円
・部長  91,000円
・部理事  83,000円
・課長  70,000円
・参事  64,000円

同じ 12,120 千円 865,714 円

単身赴任手当

官署を異にする異動又は在勤する官署の
移転に伴い、転居し、やむを得ない事情に
より同居していた配偶者と別居し、単身で
生活することを常況とし、距離制限(60km)
を満たす職員

同じ 0 千円 0

通勤手当

徒歩通勤した場合の距離が片道2km以上
であるとき
(1)交通機関等の利用者　6ヶ月定期券価
額を6ヶ月毎に支給(月額55,000円限度)
(2)自動車等の使用者　距離に応じて支給
(2,000円～31,600円)
※自転車通勤者（市外居住）については
1,000円を加算、自転車通勤者（市内居
住）　については2,000円を加算（使用距離
が2km～15kmの場合）
(3)徒歩通勤者　支給しない

同じ 28,119 千円 118,648

住居手当
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